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議事資料２ 

 

足立区地域防災計画修正方針について 

 
１ 求められる迅速性 

地域防災計画は、足立区における地震・風水害・その他の災害に関し、防災関係

機関の全機能を有効に発揮して、災害予防、応急・復旧、復興対策に至る一連の対

策を総合的かつ計画的に実施することにより、区民の生命・身体及び財産を災害か

ら保護することを目的に作成されている。この計画は昭和 38 年に防災会議が作成

して以来、毎年検討し必要に応じて修正しており、直近では平成 21 年度に修正し

たところである。 

今年度の改正にあたっては、東日本大震災を経て確認された修正箇所を国、東京

都等の他の計画と整合性を持たせたうえで可能な限り反映させるとともに、平成 22

年度の「東海地震観測情報」の名称変更など、地域防災計画に関わる国、東京都に

おける現在までの更新箇所の反映、また、区業務継続計画の策定（平成 22 年度）、

平成 23 年度における組織改正等を踏まえた修正を行い、今年度内に「暫定修正版」

として取りまとめる。これにより、対策の空白期間の補完及び各機関等との更なる

連携強化等を進めるとともに、次年度に実施する国、東京都等の動向を見据えた抜

本的な見直しのスピード化を図る。 

 

２ 追加すべき修正の着眼点 

現行の地域防災計画は、阪神・淡路大震災を教訓に改定するとともに、首都直下

地震対策として、一定の条件下で「やるべきこと・やれること」及び各防災関係機

関や部等の個別対策を中心に取りまとめている。 

しかし、今後の地域防災計画には、東日本大震災における初動対応が必ずしも十

分ではなかったという教訓を生かし、区が効率的に初動対応を行うためのマニュア

ルを作成し、地域防災計画に位置付けるとともに、新たな脅威に対応していくため

に、津波・液状化・長周期地震・停電・放射能等の事項を盛り込んでいく。 
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３ 足立区地域防災計画の改正要旨等 

  足立区地域防災計画（暫定修正版）における主な改正点及び改正要旨は、概ね以

下のとおりである。 

  なお、「新旧対照表（案）」を別紙で示す。 

 

（１）災害対策本部体制および各機関との協力体制の強化 

  ア 初動対応強化策としての災害対策本部マニュアル等の修正や整備 

    〔第３部、第１章、第２節、第１〕 

  イ 区業務継続計画（ＢＣＰ）の調整機能の確立 

    〔第３部、第１章、第２節、第２〕 

  ウ 区庁舎（本庁舎以外含む。）の免震・長周期震動対策・非常電源対策 

    〔第２部、第３章、第２節、第１・第２〕 

  エ 職員の安全管理等の追加 

    〔第３部、第１章、第２節、第６〕 

  オ 区防災会議招集条件の修正と関係機関による区調整本部設置の追加 

    〔第３部、第１章、第２節、第２〕 

 

（２）避難所運営体制の強化 

  ア 避難所マニュアルの修正・充実 

    〔第２部、第３章、第４節、第４〕 

  イ 避難所における男女双方の視点に立ったプライバシー確保・長期運営体制等

の追加 

    〔第２部、第３章、第４節、第４〕 

    〔第３部、第６章、第５節、第１〕 

 

（３）帰宅困難者および駅前滞留者対策の強化 

  ア 駅前滞留者対策推進協議会を通じた「北千住ルール」の修正 

    〔第３部、第６章、第７節、第５〕 

  イ 「帰宅困難者対策マニュアル」の策定と活用 

    〔第３部、第６章、第７節、第４・第５〕 

 

（４）その他の変更（総則含む） 

  ア 計画修正の全体像を踏まえた暫定修正版としての位置付け 

    〔第１部、第１章、第１節・第２節・第３節・第５節・第７節〕 

  イ 老朽家屋対策および都市整備に関する今後の動向への対応 

    〔第２部、第１章、第３節・第６節〕 

  ウ 危険物保安計画（放射線） 

    〔第２部、第２章、第２節、第４〕 
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潟
県

中
越

地
震

、
新

潟
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。

 

 

   表
現

の
適

正
化

（
現

状
に

あ
わ
せ
る
）
 

    追
加

 

      追
加

 

       

別
 
紙
 

-3- 



足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

3
 

                       

第
５
節
 
計
画
の
修
正

 

こ
の
計
画
は
、
…
（
略
）
…
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

平
成

１
７

年
、

１
８

年
に

…
（

略
）

…
減

災
の

視
点

に
よ

り
見

直

し
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

 

           

第
５
節
 
計
画
の
修
正

 

こ
の
計
画
は
、
…
（
略
）
…
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

平
成

２
１

年
修

正
版

は
、

平
成

１
７

年
、

１
８

年
に

…
（

略
）

…

減
災

の
視

点
で

見
直

し
を

進
め

て
き

た
。

今
回

の
暫

定
修

正
版

は
、

東
日

本
大

震
災

で
区

が
直

面
し

た
帰

宅
困
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携
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。
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。
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す
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す
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。
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。
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０
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第
２
章
 
施
設
構
造
物
・
設
備
の
安
全
化

 

第
２

節
 

危
険

物
保

安
計

画
（

警
視
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第

六
方

面
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部
・

千
住

、
西
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、
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瀬
、
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塚
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住
、
足
立
、
西
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 第
４
 
放
射
線
保
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計
画
 

     第
３
章
 
応
急
対
策
へ
の
備
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画
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。

 

         

第
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化

 

第
２
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険
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安
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部
・
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第
４
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保
安
計
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４
．

東
日

本
大

震
災

に
伴

う
東

京
電

力
福

島
第

一
原

子
力

発
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の

事
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を
教

訓
に

区
は

、
必
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に
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じ
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連
携

し
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量

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
い

、
区

民
に

対
し

て
情

報
提

供
す
る
。

 

 第
３
章
 
応
急
対
策
へ
の
備
え

 

第
１
節
 
計
画
の
方
針

 

災
害

対
策

に
お

け
る

区
の

活
動

拠
点

や
避

難
所

等
の

耐
震

性
を

強

化
す

る
と

と
も

に
、

緊
急

時
の

情
報

連
絡

体
制

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
機

能
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

、
備

蓄
品

等
の

拠
点

配
置

を
行

い
、

継
続

的
な

災
害

活
動

や
住

民
の

避
難

所
生

活
を

確
保

す
る

。
ま

た
、

業
務

継
続

計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
、
復
興
業
務
等
に
必
要
と
な
る
情
報
シ
ス
テ
ム
、
内

線
電

話
、

住
民

対
応

用
の

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
機

能
等

に
つ

い
て

も
信

頼
性
を
高
め
る
よ
う
整
備
し
て

い
く
。
 

    

 追
加

 

    新
規
追
加

 

      表
現

の
適

正
化

（
現

状
に

あ
わ
せ
る
）
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足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

4
8
 

                       

第
２
節
 
活
動
庁
舎
等
の
整
備

 

活
動

拠
点

の
中

心
と

な
る

区
役

所
の

整
備

状
況

は
、

次
の

と
お

り

で
あ
る
。

 

                     

第
２
節
 
活
動
庁
舎
等
の
整
備

 

第
１
 
本
庁
舎
の
整
備
状
況

 

活
動
拠
点
の
中
心
と
な
る
区
本
庁
舎
の
整
備
状
況
は
、
次
の

 

と
お
り
で
あ
る
。

 

 第
２
 
活
動
庁
舎
等
の
防
災
機
能
の
向
上

 

区
の

活
動

拠
点

と
な

る
区

民
事

務
所

や
避

難
所

等
は

、
長

周

期
震

動
に

耐
え

ら
れ

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
機

能
が

途
絶

し
余

震
が

頻
発

す
る

中
で

も
機

能
維

持
で

き
る

よ
う

、
免

震
構

造
の

導
入

や
非

常
電

源
等

を
順

次
整

備
し

て
い

く
と

と
も

に
、

津
波

等
の

浸
水

に
も

対
応

で
き

る
よ

う
施

設
計

画
や

配
置

に
つ

い
て

配
慮

す
る

。
ま

た
、

職
員

用
の

備
蓄

品
等

に
つ

い
て

は
、

東
日

本
大

震
災

で
の

活
動

状
況

を
踏

ま
え
、
実
態
に
即
し
た
整
備
を

行
う
。
 

          

 追
加

 

表
現
の
適
正
化

 

  新
規
追
加
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足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

    5
4
 

                   

第
４

節
 

避
難

に
関

す
る

計
画

（
各

部
・

東
京

消
防

庁
第

六
消

防
方

面
本

部
・

千
住

、
足

立
、

西
新

井
消

防
署

・
警

視
庁

第
六

方

面
本

部
・

千
住

、
西

新
井

、
綾

瀬
、

竹
の

塚
警

察
署

、
自

衛

隊
）

 

３
.
 
避
難
所
の
運
営

 

避
難
所
の
運
営
は
…
（
略
）
…
を
立
ち
上
げ
る
。
区
は
そ
の

た
め

に
必

要
な

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

資
料

編
 

第
一

次
避

難
所

の

管
理
・
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
 
５
３
頁
 
参
照
）
、
資
機
材
を
整

備
す

る
。

区
は

災
害

に
備

え
る

た
め

、
…

（
略

）
…

ボ
ラ

ン

テ
ィ
ア
と
の
連
携
を
は
か
る
。

 

避
難

所
運

営
本

部
の

組
織

図
例

は
資

料
編

 
避

難
場

所
管

理
・
運
営
本
部
組
織
図
例
５
８

頁
 
参
照
。

 

            

第
４

節
 

避
難

に
関

す
る

計
画

（
各

部
・

東
京

消
防

庁
第

六
消

防
方

面
本

部
・

千
住

、
足

立
、

西
新

井
消

防
署

・
警

視
庁

第
六

方

面
本

部
・

千
住

、
西

新
井

、
綾

瀬
、

竹
の

塚
警

察
署

、
自

衛

隊
）

 

３
.
 
避
難
所
の
運
営

 

避
難
所
の
運
営
は
…
（
略
）
…
を
立
ち
上
げ
る
。
区
は
そ
の

た
め
に
必
要
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
削
除
）
、
資
機
材
を
整
備
す
る
。

区
は

災
害

に
備

え
る

た
め

、
…

（
略

）
…

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と

の
連
携
を
は
か
る
。

 

ま
た
、
避
難
所
の
運
営
に
お
い
て
は
、
災
害
時
要
援
護
者
や

男
女

双
方

の
視

点
に

配
慮

し
、

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

を
確

保
す

る

な
ど

の
取

組
を

可
能

な
限

り
実

施
す

る
と

と
も

に
、

運
営

期

間
の

長
期

化
に

備
え

、
自

助
、

共
助

、
公

助
の

各
方

面
で

長

期
運
営
体
制
を
確
保
し
て
い
く
。

 

（
削
除
）

 

         

      削
除

※
 

  追
加

 

    削
除

※
 

 ※
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
つ

い
て

は
、
内
容
修
正
の
う
え
、

別
冊
と
し
て
統
合
予
定
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足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

9
3
 

           9
7
 

           

第
３
部
 
災
害
応
急
・
復
旧
対
策
計
画
 

第
１
章
 
災
害
応
急
・
復
旧
対
策
の
活
動
体
制

 

第
２
節
 
足
立
区
災
害
対
策
本
部
活
動
体
制
（
各
部
）

 

第
１
 
初
動
 

       第
２
 
区
災
害
対
策
本
部
の
組
織
と
活
動

 

２
．
区
災
害
対
策
本
部
の
組
織

 

           

第
３
部
 
災
害
応
急
・
復
旧
対
策
計
画
 

第
１
章
 
災
害
応
急
・
復
旧
対
策
の
活
動
体
制

 

第
２
節
 
足
立
区
災
害
対
策
本
部
活
動
体
制
（
各
部
）

 

第
１
 
初
動
 

 
３
．
初
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
活
用

 

早
期

の
初

動
体

制
の

確
立

と
災

害
状

況
の

全
容

把
握

は
、

そ

の
後

の
災

害
対

策
に

極
め

て
大

き
な

影
響

を
与

え
る

。
区

は
、

東
日

本
大

震
災

で
の

活
動

を
通

し
て

、
あ

ら
た

め
て

初
動

の
重

要
性

を
認

識
し

、
初

動
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
全

面
見

直
し

に
よ

り
、

災
害
対
策
の
強
化
を
図
る
。

 

 第
２
 
区
災
害
対
策
本
部
の
組
織
と
活
動

 

２
．
区
災
害
対
策
本
部
の
組
織

 

（
５
）
区
調
整
本
部
の
設
置

 

本
部

長
は

必
要

に
応

じ
て

、
関

係
機

関
の

代
表

職
員

と
本

部
員

等

の
区
職
員
に
よ
る
区
調
整
本
部

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 （
１
１
）
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ

Ｃ
Ｐ
）
と
の
調
整

 

区
長

は
、

災
害

対
策

と
業

務
継

続
計

画
（

Ｂ
Ｃ

Ｐ
）

に
お

け
る

各
部

の
業

務
を

調
整

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
は

、
業

務

継
続

調
整

会
議

を
招

集
す

る
。

同
調

整
会

議
は

、
副

区
長

を
座

長

と
し

て
、

災
害

対
策

上
の

緊
急

業
務

を
優

先
で

き
る

よ
う

会
議

の

出
席
者
を
調
整
す
る
。

 

 

    新
規
追
加

 

        新
規
追
加

 

   新
規
追
加
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足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

       1
04
 

         

       第
７
 
足
立
区
防
災
会
議
の
招
集

 

区
の

地
域

に
災

害
が

発
生

、
ま

た
は

災
害

が
発

生
す

る
お

そ

れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
区
長

は
防
災
会
議
を
招
集
す
る
。

 

       

第
６
 
本
部
職
員
の
安
全
管
理

 

各
本

部
員

は
、

災
害

特
有

の
異

常
心

理
下

で
の

活
動

に
お

い

て
本

部
職

員
が

冷
静

な
判

断
と

行
動

が
取

れ
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
二

次
災

害
発

生
の

防
止

に
万

全
を

期
す

る
た

め
、

安
全

チ
ェ

ッ
ク

体
制

を
整

え
る

な
ど

安
全

管
理

に
配

意
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 第
８

 
足
立
区
防
災
会
議
の
招

集
 

区
の

地
域

に
災

害
が

発
生

、
ま

た
は

災
害

が
発

生
す

る
お

そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
区

長
は

必
要

に
応

じ
て

防
災

会
議

を
招
集
す
る
。

 

      

新
規
追
加

 

      変
更

 

 表
現
の
適
正
化
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足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

 1
60
 

              1
60
 

   

第
６
章
 
避
難
生
活
・
帰
宅
困
難
者
支
援

 

               第
５
節
 
避
難
所
の
閉
鎖

（
福
祉
部
・

子
ど
も
家
庭
部
・
学
校
教
育

 

部
）

 

  

第
６
章
 
避
難
生
活
・
帰
宅
困
難
者
支
援

 

第
５
節
 
長
期
化
へ
の
対
応

 

第
１
 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保

 

 
避

難
所

の
広

い
空

間
で

避
難

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

を
確

保
す

る
た

め
、

で
き

る
だ

け
早

い
段

階
で

、
男

女
別

の
更

衣
室

の
設

置
や

各
世

帯
ご
と
に
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で

区
切
る
な
ど
の
対
策
を
実
施
す
る
。

 

第
２
 
相
談
体
制
の
確
立
 

 
避

難
者

の
不

安
、

疑
問

、
不

満
等

に
個

別
に

相
談

を
受

け
、

ス
ト

レ
ス

の
軽

減
や

避
難

所
運

営
の

改
善

に
つ

な
げ

る
た

め
相

談
窓

口
等

を
設
置
す
る
。

 

第
３
 
健
康
管
理

 

 
避

難
者

の
健

康
管

理
の

た
め

の
活

動
を

行
い

、
避

難
生

活
の

長
期

化
に

伴
う

新
た

な
課

題
な

ど
に

対
応

す
る

。
特

に
健

康
相

談
、

保
健

予
防

活
動

、
ス

ト
レ

ス
等

に
関

す
る

対
応

、
食

環
境

の
整

備
等

に
留

意
す
る
。

 

 第
６

節
 

避
難

所
の

統
合

・
閉

鎖
（

福
祉

部
・

学
校

教
育

部
・

子
ど

も
家
庭
部
）
 

  

 新
規
追
加

 

              変
更
及
び
表
現
の
適
正
化
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足
立
区
地
域
防

災
計
画
（
暫
定
修
正
版
）
【
震
災
対
策
編
・
東
海
地
震
事
前
対
策
編
】
 
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

 

                         

現
 
 
 
行
 

改
 
正
 
案
 

改
正
理
由
等
 

1
61
 

   1
62
 

    

第
６

節
 

帰
宅

困
難

者
（

外
出

者
）

対
策

（
総

務
部

・
区

民
部

・
各

部
・

警
視

庁
第

六
方

面
本

部
・

千
住

、
西

新
井

、
綾

瀬
、

竹

の
塚

警
察

署
・

東
京

消
防

庁
第

六
消

防
方

面
本

部
・

千
住

、

足
立
、
西
新
井
消
防
署
・
各
機

関
）

 

第
４
 
対
策
の
実
施

 

    

第
７

節
 

帰
宅

困
難

者
（

外
出

者
）

対
策

（
総

務
部

・
区

民
部

・
各

部
・

警
視

庁
第

六
方

面
本

部
・

千
住

、
西

新
井

、
綾

瀬
、

竹

の
塚

警
察

署
・

東
京

消
防

庁
第

六
消

防
方

面
本

部
・

千
住

、

足
立
、
西
新
井
消
防
署

・
各
機
関
）

 

第
４
 
区
の
対
策

 

（
１

）
区

帰
宅

困
難

者
対

策
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
策

定
し

、
対

策
に

当
た

っ
て
は
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
。

 

 第
５
 
北
千
住
駅
周
辺
に
お
け
る
滞
留
者
対
策

 

（
１
）
北
千
住
駅
前
滞
留
者
対

策
推
進
協
議
会
の
設
置

 

鉄
道

事
業

者
、

駅
周

辺
の

事
業

者
お

よ
び

防
災

関
係

機
関

な

ど
が

構
成

団
体

と
な

り
、

平
成

１
９

年
７

月
に

北
千

住
駅

前
滞

留
者
対
策
推
進
協
議
会
を
設
置
し
た
。
 

（
２
）
北
千
住
ル
ー
ル
に
基
づ
く
対
策
の
実
施

 

災
害

時
に

お
け

る
北

千
住

駅
周

辺
の

滞
留

を
防

止
す

る
た

め

の
情

報
の

収
集

・
提

供
お

よ
び

安
全

な
場

所
に

向
か

っ
て

誘
導

す
る

た
め

の
ル

ー
ル

を
策

定
し

、
同

ル
ー

ル
に

基
づ

い
て

協
議

会
の

構
成

団
体

が
協

力
し

て
滞

留
者

対
策

を
実

施
し

て
い

く
も

の
と
す
る
。
 

（
３
）
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

 

北
千

住
駅

前
滞

留
者

対
策

推
進

協
議

会
の

活
動

を
維

持
し

、

訓
練

等
で

得
ら

れ
た

成
果

を
も

と
に

北
千

住
ル

ー
ル

を
さ

ら
に

実
効

性
の

高
い

も
の

に
修

正
し

て
い

く
と

と
も

に
、

区
帰

宅
困

難
者

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
と

の
整

合
を

図
り

、
駅

周
辺

事
業

者
や

地
域
住
民
へ
の
周
知
や
対
策
の
浸
透
に
努
め
る
。

 

変
更

 

   変
更

 

新
規
追
加

 

  新
規
追
加

 

※
水

防
編

等
に

つ
い

て
は

、
震

災
対

策
編

の
変

更
に

基
づ

い
て

、
今

後

修
正

を
行

っ
て

い
く

。
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議事資料３ 

 

足立区震災対策初動マニュアル各種の素案について 

～初動対応を確実なものにするために～ 

 

１ 目 的 

地域防災計画上の行動を迅速確実に実施するため、東日本大震災における足立区

の災害対策活動について評価し、区組織の初動強化策として発災後６時間の行動手

順を初動マニュアルとして定めるとともに、「帰宅困難者」「避難所」の初動を含む

マニュアルを整備する。 

 

２ 初動マニュアルの整備・見直しに向けた準備 

初動マニュアルの整備・見直しにあたり、現行マニュアルを評価するとともに、

改善方針及び今後の活用等を明らかにするなど、各種準備作業を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マニュアル 

区   分 
現行マニュアルの評価 改善方針 今後の活用等 

災害対策本部

マニュアル 

【本部組織運

営手順書】 

これまで条例、地域防災計

画の規定により運営してお

り、特に初動期には重要事項

の効率的な意思決定等に課

題あった。 

①本部会議の運営要領を

マニュアル化（優先事

項・困難状況のシナリオ

化）する。 

②本部運営の担当者事務

作業をマニュアル化（チ

ェックリスト化）する。

 8/31 緊急災害対策本

部訓練、11/13 足立区総

合防災訓練で検証を行

う。 

※関連マニュアルとの整

合化により全体完成を

目指す。 

帰宅困難者対

策マニュアル 

【徒歩帰宅者

混乱解消のた

めに】 

 

 地域防災計画に関連記載

はあったが具体的ではなく、

区としてのマニュアルもな

かった。 

また、協議会の北千住ルー

ルはあったが、先の震災で十

分機能しなかった。 

①区の対策マニュアル作

成（区が担うべき役割の

明確化と広域連携） 

②北千住ルールは、実践に

即した動ける内容に見

直す。 

 協議会運営での討議、

東京都の訓練予定に合わ

せて検証する。 

 

避難所マニュ

アル 

【発災から設

営まで】 

 「管理・運営マニュアル」

はあるが、避難所開設時の具

体且つ時系列的な内容では

ない。従前訓練でも自主運

営・開設の実績は少なく、住

民の基本的な理解と練度に

課題あり。 

①初期の開設作業を中心

に、区民に分りやすくマ

ニュアル化する。 

②実地訓練等で、徐々に現

場にあった内容及びそ

の実行性の向上を図る。

 11/13 足立区総合防災

訓練での検証、各避難所

運営での意見を受けて、

引き続き検討していく。

 

部別初動マニ

ュアル 

【激震直後チ

ェックリスト】 

 部別行動計画、職員発災時

行動マニュアル、職員発災時

ハンドブック等の詳細項目

を示したマニュアルはある。

いわゆる「やるべき事項」を

とりまとめたもので、どう実

現するか、何を優先するかの

要素は少ない。 

①各部の「やるべき事項」

の前段で初動をどのよ

うに仕切るかをマニュ

アル化する。 

②区としての優先実施事

項に対する人員支援、連

携策を具体化する。 

 「災害対策本部マニュ

アル」との整合を各部で

検証しながら、精度を高

めていく。 

※関連マニュアルとの

整合化により全体完

成を目指す。 

 



発災 1Ｈ後 6Ｈ後 １Ｗ後

1章　災害応急・復旧対策
の活動体制

2章～5章

6章　避難生活・帰宅困難
者支援

7章～15章

4部　災害復興計画
5部　応援派遣計画

各部活動計画

3部　災害応急・復旧対策
計画

初動マニュアルの作成について
足立区地域防災計画（足
立区防災会議）

2部　災害予防計画

1部　総則

マニュアルの現状と課題
新規または修正した

マニュアル（初動強化）
足立区地域防災計画震災
対策編

緊急災害対策本部マニュアル

第一次避難所の管理・運営マニュアル

北千住ルール

災害対策本部運営に関するマニュアルはな
く、重要事項の効率的決定に課題あり。

災害対策本部マニュア
ル

避難所開設時の具体且つ時系列的な内容で
はない。従前訓練でも自主運営・開設の実
績は少なく住民の基本的な理解と練度に課
題あり。

帰宅困難者対策マニュ
アル

地域防災計画に関連記載はあったが具体的
ではなく、区としてのマニュアルもなかっ
た。また協議会の北千住ルールはあったが
先の震災で十分機能しなかった

　　　初　　動　　期

緊対本部の根拠規則等及び参集場
所別職員名簿が記載されている。

災害対策本部運営関連

避難所運営本部の役割、避難所開設手順、備え付け
簿冊等が記載されている。

避難所マニュアル

帰宅困難者対策関連

初動のマニュアルはなく、また既存のマ
ニュアルも「やるべき事項」をとりまとめ
たもので、どう実現するか、何を優先する
かの要素は少ない。

部別初動マニュアル

足立区職員発災時行動ハンドブック

発災時各職員が参集から配置につくまで
の行動が記載されている。

足立区職員発災時行動マニュアル

発災時における各部・課・班等の分掌事務が記載され、配置後
の各職員の役割行動が記載されている。

「やるべき事項」をとりまとめたもので、
どう実現するか、何を優先するかの要素は
少ない。

足立区災害対策本部条例施行規則8条

北千住駅周辺事業所等で構成される対策推進協議会の駅前滞
留者対策が記載されている（共助が中心）。

危機管理室初動マニュ
アル

今後の全体整理の中で
内容精査を行う。

部活動マニュアル（一部）

初動関連
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